
秋田市権利擁護センターは、成年後見制度の利用促進と地域連携を推進し、高齢者や障がい
者の権利擁護を普及啓発するとともに、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の活用によ
り、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしが実現できるように支援します。

日常生活自立
支援事業

法人後見事業

日常生活自立支援事業や
成年後見制度など権利擁
護を必要とする人を確実に
支援に結び付けられるよう
に広報・相談・制度利用支
援を行います。

判断能力に不安がある高
齢者や知的障がい者、精神
障がい者を対象に福祉サー
ビス利用料の支払いや情報
提供、相談および日常的金
銭管理サービスや書類等の
預かりサービスを行います。

判断能力が不十分な高
齢者や知的障がい者、精
神障がい者を対象に、秋
田市社会福祉協議会が成
年後見人等（法定代理人）
となって財産管理や身上
監護に関する法律行為全
般を行います。

２．相談機能

◼ 定期的な生活費のお届け

◼ 通帳の預かり

◼ サービス利用手続きのお
手伝い

◼ 公共料金の支払いのお手
伝い

◼ 福祉サービスの情報提供

業 務 内 容 業 務 内 容

◼ 定期的な生活費のお届け

◼ 預金口座の管理、残高確認

◼ 入院手続き、医療費の支払
い

◼ サービスの利用手続き

◼ 消費者被害の取り消し

◼ 財産の保全・処分

利用料

サービスの利用料は１時間
につき１０００円。１時間を超
える場合は３０分毎に５００円
が加算されます。※生活保護
世帯の方は無料です。
金融機関の貸金庫を利用す
る場合は基本料金1カ月100
円がかかります。

法人後見運営委員会

本会は成年被後見人の権
利を擁護するとともに、業
務の公平性及び専門性を
確保するため、法人後見運
営委員会を設置しています。

業 務 内 容

◼ 出前講座
◼ セミナーの開催

◼ 制度利用の相談対応
◼ 申立て支援

３．成年後見制度利用
促進機能

◼ 各種事業・サービスから
の移行支援

◼ 関係機関との連携促進
◼ 後見人選定支援
（※令和４年度以降）

１．広報機能

成年後見制度
利用促進事業
（中核機関）



秋田市権利擁護センター
（老人福祉センター１階）

日常生活自立支援事業 成年後見制度利用推進
事業（中核機関）

広 報 ・ 啓 発

相 談 受 理

具 体 的 調 査

法 人 後 見 事 業

〇生活状況、財産状況等の確認

秋田市権利擁護センター

内 部 検 討

成年後見の可能性あり

専 門 的 判 断

成年後見が適当

〇受任候補者（親族、法人、専門職、市民）の検討
〇申立人（本人、親族、市長等）の検討

法人後見運営委員会

・学識経験者
・法律関係者
・医療関係者
・福祉関係者
・行政関係者

日常生活自立支援事業が
適当

利用申 し 込 み

具 体 的 調 査

契約書・支援計画書作成

契約締結審査会

契約可能と判断

支 援 開 始

本人、親族
民生委員、町内会長
専門職（弁護士、
司法書士等）

地域包括支援センター
介護事業所

障がい相談支援事業所
医療機関、金融機関
福祉事務所等

申立て支援

本会が成年後見人等の
候補者になっている場合

モニタリング

成年後見人に選任

支援開始

家裁への業務報告

契 約 締 結

※申立人が家裁へ申立て

※後見開始の審判

権利擁護支援開始までのフローチャート

〇判断能力の確認

秋田市権利擁護センター

https://www.akita-city-shakyo.jp/kenri-yougo

相談は無料です。ご連絡お待ちしております。
※月～金曜日（祝祭日・年末年始を除く）9時～17時

社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会

〒010-0976 秋田県秋田市八橋南一丁目8‐2

TEL:018(862)0102 FAX:018(862)8900 県立体育館

県立図書館

ENEOS

秋田県児童会館

ホンダカーズ秋田

秋田市保健センター

八橋球場
ケーブルテレビ

秋田市保健所
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